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１【提出理由】

　平成30年５月８日、会社法第370条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）によって、丸文セミコン株式会

社（以下「丸文セミコン」といいます。）との間で、丸文セミコンが営む日本サムスン株式会社の販売特約店の事業を

譲受けることを決定し、同日付で事業譲渡契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事業譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名　　　称　　　丸文セミコン株式会社

住　　　所　　　東京都港区芝４－２－３

代表者の氏名　　代表取締役社長　清水裕司

資本金の額　　　13億円

事業の内容　　　サムスン電子製半導体・TFT液晶等の輸出入、販売、技術サポート

 

(2）当該事業譲受けの目的

　この度の丸文セミコンからの事業の譲受けは、半導体業界における競争が一段と激化する中、サムスン電子製の

メモリや液晶パネル製品などサムスングループ製品の販売をさらに強化するものです。当社の顧客層に丸文セミコ

ンが持つお客様を新たに加えることで、事業規模の拡大と仕入先との関係強化を図り、盤石な営業基盤を築くこと

ができるものと見込んでおります。

 

(3）当該事業譲受け契約の内容

譲受け事業　　丸文セミコンが営む日本サムスン株式会社の販売特約店事業

譲受け資産　　事業譲受け日における棚卸資産を譲り受け、その他細目については今後協議の上確定

譲受け価額　　平成30年９月末日を算定基準日とする棚卸資産の額をもとに、譲受け価額を決定する予定です。

決済方法　　　現金（自己資金）による決済

日　　程　　　平成30年５月８日　　　　　会社法第370条による決議

平成30年５月８日　　　　　事業譲受け契約締結

平成30年10月１日（予定）　事業譲受け期日

 

 

以　上
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